
0479-76-2611（代表）
総 務 課 76-2611

住 民 課
76-5401
76-5405

子育て支援課 76-5412
税 務 課 76-5402
生活環境課 76-5406
都市整備課 76-5407
出 納 室 76-5415
企画財政課 76-5409
農業委員会 76-5403
産業経済課 76-5404
議会事務局 76-5414
役場ＦＡＸ 76-7144

保健福祉課 76-3185
地域包括支
援センター 70-6111

学校教育課 76-5411
生涯学習課 76-7811
プラザ図書室 79-3406
プラザFAX 76-7813

多古中央病院 76-2211
給食センター 76-3253
中央保育所 76-4444
東 保 育 所 76-9513
北 保 育 所 75-1476
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■全国不正軽油撲滅強化月間■　不正軽油の製造・販売・使用は、脱税行為だけでなく、県民の健康や環境に悪影響を与える犯罪行為です。
不正軽油は「買わない、売らない、使わない‼」県民の皆さまのご協力をお願いします。問合せ●香取県税事務所☎ 0478-54-1314

■無料調停相談■　遺産相続、不動産、消費者金融、交通事故、その他家庭内および他人とのトラブルの相談に無料で応じます。
とき● 10 月 28 日（日）午前 10 時～午後 3時　ところ●旭市商工会館　問合せ●千葉家庭裁判所八日市場支部☎ 72-1300

The information of the living暮らしに役立つ情報がいっぱいのコーナーです。
行事の詳しい内容は主催者に問い合せください。

農作物への被害防止のため
有害鳥獣捕獲を実施します 

　ご家庭で飼育している動物は、期
間中放さないようお願いします。
とき● 10 月 13 日（土）・14 日（日）
　午前 6時～午後 5時
捕獲方法●銃器・箱わな・くくりわな
問合せ●産業経済課農業振興係
　☎ 76-5404

完了検査を受けていますか？
10/11～17は違反建築防止週間 
　安心して暮らすためには、建築物
が安全であることが大切です。工事
中の建築物は、完成後必ず完了検査
を受けましょう。また既存の建築物
についても、建築士に相談するなど
点検を心掛けましょう。週間中は一
斉建築パトロールを実施します。
問合せ●都市整備課都市計画室
　☎ 76-5407

身近なものからリサイクル
古紙・衣類の一斉回収 

とき● 10 月 21 日（日）
　午前 9時～ 11 時
ところ●役場正面玄関前、JA多古旧
久賀・旧久賀西部・旧常磐・旧中
の各支所倉庫

回収品目●新聞、雑誌、段ボール、
　チラシ、衣類
　布団、じゅうたん、マットレス、
ぬれた衣類などは回収できません
問合せ●生活環境課環境係
　☎ 76-5406

見どころがたくさん！
県立香取特別支援学校「かよう祭」 
とき● 11 月 10 日（土）
　午前 9時 50 分～午後 2時 15 分
ところ●県立香取特別支援学校
　（神崎町大貫 383-13）
　☎ 0478-72-2911

入居相談受付中です！
特別養護老人ホーム三愛 

　今年の 8月に開所した施設です。
詳細はお問い合わせください。
ところ●横芝光町栗山 2700
申込相談●高齢者福祉施設三愛
　☎ 82-3433

相談は無料です
くらしの法律相談 

　お金・土地・家族・仕事のことな
どお気軽にご相談ください。
とき● 10 月 13 日（土）
　午前 10 時～午後 3時
ところ●コミュニティプラザ 1階
　会議室
申込み問合せ●千葉青年司法書士協
議会☎ 047-438-6446

森林所有者の方が対象です
平成24年度第1回林業技術研修会 
とき●10月 19日（金） 午後1時から
ところ● JA かとり栗源支店会議室
　（香取市岩部 1199）
内容●地域に適した広葉樹林の育成
対象●香取郡市・旭市内森林所有者
申込期限●10月10日（水）先着70人
申込み問合せ●県北部林業事務所
　☎ 0475-82-3121
　県森林組合香取事業所
　☎ 0475-55-9474

給与支払者（源泉徴収義務者）が対象
年末調整等説明会 

　佐原税務署では、給与の支払者（源
泉徴収義務者）の方々を対象に、年
末調整の説明会を開催します。
とき● 11 月 6日（火）
　【用紙配布】午後 1時 30 分～ 2時
　【説明会】午後 2時～ 4時
ところ●香取市佐原文化会館
※都合がつかない方は 11 月 7 日
（水）午後 2時～ 4時（香取市山田
公民館）に出席されても差し支え
ありません。

問合せ●佐原税務署
　☎ 0478-54-1331（内線 242）

原爆被爆二世の方々へ
平成24年度健康診断を実施します 
対象者●原爆被爆者の実子で、県内
に住所を有し受診を希望される方

申込期限●平成25年 1月 31日（木）
申込方法●受診を希望される方の郵
便番号・住所・氏名・生年月日・
電話番号および被爆者である親の
郵便番号・住所・氏名・被爆者 
健康手帳番号を記入し、封書にて
郵送

※検査の種類により、一部自己負担
があります。

申込み問合せ●県健康福祉部健康福
祉指導課☎ 043-223-2349

お知らせ

●住民相談　10月22日（月）
午前9時30分〜午後3時
役場1階第2会議室
■住民課住民係☎76-5401

●家庭教育相談（火・水・木曜日）
午後1時30分〜3時30分
コミュニティプラザ2階相談室
■生涯学習課社会教育係☎76-7811

●心配ごと相談（毎週水曜日）
午後1時30分〜3時30分
社会福祉協議会
■社会福祉協議会☎76-5940

●健康相談（月〜金曜日）
午前9時30分〜11時
保健福祉センター内健康相談室
■保健福祉課健康福祉係
　☎76-3185

相談日が祝日の場合は
お問い合わせください。

　職業的な自立を目指す若者や、その保護者の方などを対象にキャリアカ
ウンセラーの資格をもった相談員が無料で相談に対応します。相談を希望
される方は事前の申し込みが必要です。
とき●10月12日（金）（毎月第2金曜日）午後1時～5時
対象●15歳以上40歳未満の自立（就労）に悩みを抱えている若者またはそ
の保護者

ところ●多古町役場1階　第1会議室
問合せ●ちば北総地域若者サポートステーション☎0476-37-6844

働くことに悩みを抱えている若者の支援

　法定雇用率が平成25年4月1日から以下のように変わります。事業主の
皆さまはご注意ください。

　今回の法定雇用率の変更により、障害者を雇用しなければならない事業
主の範囲が、従業員56人以上から50人以上に変わります。またその事業
主には、毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告する義
務等があります。詳細はお問い合わせください。
問合せ●ハローワーク佐原☎0478-55-1132

障害者の法定雇用率が引き上げになります

　10月から匝瑳市ほか二町環境
衛生組合では現在の資源ごみ袋の
半分程度の大きさの、資源ごみ袋
（小）20ℓ相当の販売を開始しま
す。今まで通り各販売所等で購入
することができます。
価格●20枚入200円（1枚10円）
問合せ●匝瑳市ほか二町環境衛生
組合☎72-3036

　生活環境課環境係☎76-5406

とき●10月15日（月）
　午前10時～11時45分
　午後1時～4時
ところ●役場附属棟
問合せ●保健福祉課健康福祉係
　☎76-3185

愛の献血にご協力を♥

資源ごみ袋（小）の販売開始
事業主区分

法定雇用率
現行 平成25年4月1日以降

民間企業 1.8% 2.0%
国、地方公共団体等 2.1% 2.3%
都道府県等の教育委員会 2.0% 2.2%

　これまでは、国民年金保険料を納め忘れたまま2年を超えると保険料を
納めることができませんでしたが、10月1日～平成27年9月30日の3年
間に限り、過去10年以内に納め忘れた保険料を納めることができる後納
制度が始まります。これにより将来の年金額を増やしたり、年金の受給権
につなげることができるようになります。
※ すでに老齢基礎年金を受給している方（65歳以上で受給権のある方を含
む）は申し込みできません。ご自身の年金記録については、ねんきんネット
（http://www.nenkin.go.jp）でご確認ください。
　またご不明な点は下記へお問い合わせください。
問合せ●国民年金保険料専用ダイヤル　0570-011-050
　佐原年金事務所☎0478-55-0145

国民年金保険料 後納制度が始まります

　商品やサービス、契約、多重債務など、消費生活全般のトラブルについ
て、弁護士が相談に応じます。秘密は厳守されますので、1人で悩まずに
ご相談ください。
※ 当日の申し込みも可能ですが、適切なアドバイスができるように、でき
るだけ事前の申し込みをお願いします。

相談は無料です『消費者相談窓口』

とき●10月5日（金）　午前10時～午後3時
ところ●コミュニティプラザ1階　会議室 （控室は第1研修室）
申込期間●9月21日（金）～28日（金）
申込み問合せ●産業経済課経済振興係☎76-5404

①事前予約申し込み

②相談内容記入用紙送付

③相談内容記入済用紙送付

※相談内容は、弁護士のみの把握
　となります。
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　現在多古町の住民の方からの119番通報は香取市野田にある消防本部で
受信していますが、平成25年2月21日からは千葉市にある「ちば消防共同
指令センター」で受信することになります。
　この指令センターは県内の北東部・南部の各市町村からの119番通報を
受信するだけでなく、携帯電話などの通報に幅広く対応できる最新機器を
備えており、大規模災害時などの119番通報が集中した場合の受信能力や
処理機能が大幅にアップしたものとなっています。火災や救急など災害が
発生したときは今までどおり安心して通報をお願いします。
問合せ●消防本部指令課☎0478-83-0119

香取広域市町村圏事務組合消防本部からのお知らせ

「119番通報の受付場所が変わります」

無料相談
いろいろ
無料相談
いろいろ
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問
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